
平
成
七
年
政
令
第
二
十
六
号

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

施
行
令

内
閣
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
一
条
第
一
号
及

び
第
二
号
、
第
二
条
第
三
項
、
第
五
条
、
第
十
二
条
第
一

項
、
第
十
五
条
第
三
項
、
第
十
九
条
第
一
項
、
第
二
十
条

第
一
項
、
第
四
十
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
十
一

条
並
び
に
附
則
第
十
七
条
及
び
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
被
爆
者
の
範
囲
）

第
一
条
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法

律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
の
政
令

で
定
め
る
区
域
は
、
広
島
市
又
は
長
崎
市
に
原
子
爆
弾

が
投
下
さ
れ
た
当
時
の
別
表
第
一
に
掲
げ
る
区
域
と
す

る
。

２
　
法
第
一
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
期
間
は
、
広
島

市
に
投
下
さ
れ
た
原
子
爆
弾
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
年

八
月
二
十
日
ま
で
と
し
、
長
崎
市
に
投
下
さ
れ
た
原
子

爆
弾
に
つ
い
て
は
同
年
同
月
二
十
三
日
ま
で
と
す
る
。

３
　
法
第
一
条
第
二
号
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、
原
子

爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
当
時
の
別
表
第
二
に
掲
げ
る
区
域

と
す
る
。

（
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
被
爆
者
健
康
手
帳

の
交
付
の
申
請
）

第
一
条
の
二
　
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請

は
、
当
該
申
請
を
行
う
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官

（
領
事
官
の
職
務
を
行
う
大
使
館
若
し
く
は
公
使
館
の

長
又
は
そ
の
事
務
を
代
理
す
る
者
を
含
み
、
領
事
官
を

経
由
し
て
申
請
を
行
う
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
地

域
と
し
て
外
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
地

域
に
あ
っ
て
は
、
外
務
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
者
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
八
条
第
二
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
又
は

寄
り
の
領
事
官
を
経
由
し
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
被
爆

者
健
康
手
帳
の
交
付
を
行
う
と
き
は
、
当
該
申
請
を
行

っ
た
者
の
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
又
は

寄
り
の
領

事
官
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
被
爆
者
健
康
手
帳
交
付
台
帳
）

第
二
条
　
都
道
府
県
知
事
（
広
島
市
又
は
長
崎
市
に
あ
っ

て
は
、
当
該
市
の
長
と
す
る
。
次
条
、
第
四
条
、
第
五

条
、
第
六
条
、
第
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
条
（
第

六
号
を
除
く
。
）
及
び
第
二
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

は
、
被
爆
者
健
康
手
帳
交
付
台
帳
を
備
え
、
こ
れ
に
被

爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
居
住
地
の
変
更
）

第
三
条
　
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ

て
国
内
に
居
住
地
（
居
住
地
を
有
し
な
い
と
き
は
、
そ

の
現
在
地
と
す
る
。
以
下
こ
の
条
並
び
に
第
八
条
第
一

項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
有
す
る
も
の
は
、

他
の
都
道
府
県
の
区
域
に
居
住
地
を
移
し
た
と
き
は
、

三
十
日
以
内
に
、
新
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の

旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
届
出
を
受
理
し
た
と
き

は
、
旧
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
広
島
市
及
び

長
崎
市
の
区
域
は
、
そ
れ
ぞ
れ
広
島
県
及
び
長
崎
県
の

区
域
外
と
し
、
一
の
都
道
府
県
の
区
域
と
み
な
す
。

（
国
外
へ
の
居
住
地
の
変
更
）

第
四
条
　
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ

て
国
内
に
居
住
地
又
は
現
在
地
を
有
す
る
も
の
は
、
国

内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
居
住
地
（
居
住
地
を
有
し
な
い

と
き
は
、
そ
の
現
在
地
）
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨

を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
国
内
へ
の
居
住
地
の
変
更
）

第
五
条
　
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ

て
国
内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な
い
も
の
（
次

項
、
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
十
九
条
に

お
い
て
「
非
居
住
者
」
と
い
う
。
）
は
、
国
内
に
居
住

地
又
は
現
在
地
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
三

十
日
以
内
に
、
居
住
地
（
居
住
地
を
有
し
な
い
と
き

は
、
そ
の
現
在
地
）
の
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
都
道
府
県
知
事
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受

理
し
た
と
き
は
、
当
該
非
居
住
者
が
前
項
の
国
内
に
居

住
地
又
は
現
在
地
を
有
す
る
こ
と
と
な
っ
た
と
き
前

後
に
国
内
に
有
し
た
居
住
地
（
居
住
地
を
有
し
な
か
っ

た
と
き
は
、
そ
の
現
在
地
）
の
都
道
府
県
知
事
（
当
該

非
居
住
者
が
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に

係
る
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ

て
、
当
該
交
付
を
受
け
た
時
以
後
、
国
内
に
居
住
地
及

び
現
在
地
を
有
し
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
交
付
を
行
っ
た
都
道
府
県
知
事
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「

後
の
居
住
地
等
の
都
道
府
県
知
事
」
と
い

う
。
）
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
当
該
届
出
を
受
理
し
た
都
道
府
県
知
事
と

後

の
居
住
地
等
の
都
道
府
県
知
事
と
が
同
一
で
あ
る
と
き

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
被
爆
者
健
康
手
帳
の
再
交
付
）

第
六
条
　
都
道
府
県
知
事
は
、
被
爆
者
健
康
手
帳
を
破

り
、
汚
し
、
又
は
失
っ
た
者
か
ら
被
爆
者
健
康
手
帳
の

再
交
付
の
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
被
爆
者
健
康
手
帳

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
省
令
へ
の
委
任
）

第
七
条
　
第
一
条
の
二
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
被
爆
者
健
康
手
帳
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
。

（
認
定
の
申
請
）

第
八
条
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働

大
臣
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
非
居
住
者
を
除

く
。
）
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労

働
大
臣
に
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣

の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
（
非
居
住
者
に
限
る
。
）

は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の

住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
又
は

寄
り
の
領
事
官
（
次

項
に
お
い
て
「
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
等
」
と
い

う
。
）
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
申
請
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
書
の
厚
生
労
働
大
臣
へ
の

提
出
は
、
住
所
を
管
轄
す
る
領
事
官
等
か
ら
当
該
者
が

後
に
国
内
に
有
し
た
居
住
地
（
居
住
地
を
有
し
な
か

っ
た
と
き
は
、
そ
の
現
在
地
）
の
都
道
府
県
知
事
（
当

該
者
が
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る

被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
当

該
交
付
を
受
け
た
時
以
後
、
国
内
に
居
住
地
及
び
現
在

地
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
交
付
を
行

っ
た
都
道
府
県
知
事
。
次
項
に
お
い
て
「
領
事
官
等
か

ら
の
経
由
都
道
府
県
知
事
」
と
い
う
。
）
を
経
由
し
て

行
う
も
の
と
す
る
。

４
　
厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
申
請
書

を
提
出
し
た
者
に
つ
き
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
認
定
を
し
た
と
き
は
、
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出

し
た
者
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
居
住
地
の
都
道
府
県
知

事
を
、
第
二
項
の
申
請
書
を
提
出
し
た
者
に
あ
っ
て
は

そ
の
者
の
領
事
官
等
か
ら
の
経
由
都
道
府
県
知
事
を
、

そ
れ
ぞ
れ
経
由
し
て
、
認
定
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す

る
。

（
審
議
会
等
で
政
令
で
定
め
る
も
の
）

第
九
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
の
審
議
会
等
で
政
令
で
定

め
る
も
の
は
、
疾
病
・
障
害
認
定
審
査
会
と
す
る
。

（
政
令
で
定
め
る
機
関
）

第
十
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
病
院
又
は
診
療
所
に
準

ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ

る
も
の
と
す
る
。

一
　
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第

八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
訪
問
看
護
事

業
者

二
　
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）

第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ

ス
事
業
者
（
同
法
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
訪
問

看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）
又
は
同
法
第
五
十
三
条

第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事
業

者
（
同
法
第
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
介
護
予

防
訪
問
看
護
を
行
う
者
に
限
る
。
）

２
　
前
項
の
規
定
は
、
法
第
十
九
条
第
一
項
の
病
院
又
は

診
療
所
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
も
の
に

つ
い
て
準
用
す
る
。

（
医
療
機
関
の
指
定
）

第
十
一
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労

働
大
臣
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病
院
若
し
く
は
診

療
所
又
は
薬
局
の
開
設
者
（
国
を
除
く
。
）
は
、
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
そ

の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、
厚
生
労
働

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労
働
大
臣

の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
前
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ

る
事
業
者
（
以
下
「
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
」
と
い

う
。
）
で
あ
っ
て
国
以
外
の
も
の
は
、
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
、
当
該
申
請
に

係
る
訪
問
看
護
事
業
所
（
当
該
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

等
が
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
行
う
事
業
所
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し

て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
）

第
十
二
条
　
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
厚
生
労

働
大
臣
の
指
定
を
受
け
た
医
療
機
関
（
以
下
「
指
定
医

療
機
関
」
と
い
う
。
）
の
開
設
者
（
国
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）
は
、
当
該
医
療
機
関
が
そ
の
名
称
を
変
更
し

た
と
き
、
そ
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
た
と

き
そ
の
他
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
に
該
当
す

る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
事
項
及
び
年
月
日
を
、
そ

の
所
在
地
（
当
該
医
療
機
関
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
指
定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業

所
の
所
在
地
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
都
道
府
県

知
事
を
経
由
し
て
、
速
や
か
に
、
厚
生
労
働
大
臣
に
届

け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
辞
退
の
申
出
）

第
十
三
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を

辞
退
し
よ
う
と
す
る
指
定
医
療
機
関
の
開
設
者
は
、
そ

の
旨
を
、
そ
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
を
経
由
し

て
、
厚
生
労
働
大
臣
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
医
療
に
関
す
る
審
査
機
関
）

第
十
四
条
　
法
第
十
五
条
第
三
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項

の
政
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
審
査
機
関
は
、
社
会

1



保
険
診
療
報
酬
支
払
基
金
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

百
二
十
九
号
）
に
定
め
る
特
別
審
査
委
員
会
、
国
民
健

康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第

四
十
五
条
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定

す
る
法
人
に
設
置
さ
れ
る
診
療
報
酬
の
審
査
に
関
す
る

組
織
及
び
介
護
保
険
法
第
百
七
十
九
条
に
規
定
す
る
介

護
給
付
費
等
審
査
委
員
会
と
す
る
。

（
被
爆
者
一
般
疾
病
医
療
機
関
の
指
定
）

第
十
五
条
　
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府

県
知
事
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
病
院
若
し
く
は
診

療
所
若
し
く
は
薬
局
の
開
設
者
又
は
指
定
訪
問
看
護
事

業
者
等
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し

た
申
請
書
を
、
そ
の
所
在
地
（
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
申
請
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
所

の
所
在
地
）
の
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
準
用
）

第
十
六
条
　
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
は
、
法
第

十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
都
道
府
県
知
事
の
指
定

を
受
け
た
医
療
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の

中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十

二
条

開
設
者
（
国
を
除
く
。
以
下

同
じ
。
）

開
設
者

そ
の
所
在
地
（
当
該
医
療
機

関
が
指
定
訪
問
看
護
事
業
者

等
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
指

定
に
係
る
訪
問
看
護
事
業
所

の
所
在
地
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
都
道
府
県
知
事

を
経
由
し
て
、
速
や
か
に
、

厚
生
労
働
大
臣

速
や
か
に
、
そ
の
所

在
地
（
当
該
医
療
機

関
が
指
定
訪
問
看
護

事
業
者
等
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
指
定
に

係
る
訪
問
看
護
事
業

所
の
所
在
地
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）

の
都
道
府
県
知
事

第
十

三
条

都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て

、
厚
生
労
働
大
臣

都
道
府
県
知
事

（
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
の
額
の

改
定
）

第
十
七
条
　
令
和
六
年
四
月
以
降
の
月
分
の
医
療
特
別
手

当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理

手
当
及
び
保
健
手
当
に
つ
い
て
は
、
法
第
二
十
四
条
第

三
項
中
「
十
三
万
五
千
四
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
十
五

万
二
十
円
」
と
、
法
第
二
十
五
条
第
三
項
中
「
五
万

円
」
と
あ
る
の
は
「
五
万
五
千
四
百
円
」
と
、
法
第
二

十
六
条
第
三
項
中
「
四
万
六
千
六
百
円
」
と
あ
る
の
は

「
五
万
千
六
百
三
十
円
」
と
、
法
第
二
十
七
条
第
四
項

中
「
三
万
三
千
三
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
万
六
千
九

百
円
」
と
、
法
第
二
十
八
条
第
三
項
中
「
一
万
六
千
七

百
円
」
と
あ
る
の
は
「
一
万
八
千
五
百
円
」
と
、
「
三

万
三
千
三
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
三
万
六
千
九
百
円
」

と
そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
て
、
法
の
規
定
を
適
用
す
る
。

（
介
護
手
当
の
支
給
）

第
十
八
条
　
介
護
手
当
は
、
月
を
単
位
と
し
て
支
給
す
る

も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
そ
の
月
に
お

い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の

額
（
そ
の
額
が
七
万
千
二
百
円
を
超
え
る
と
き
は
、
七

万
千
二
百
円
）
と
す
る
。

２
　
そ
の
精
神
上
又
は
身
体
上
の
障
害
が
法
第
三
十
一
条

た
だ
し
書
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の

に
該
当
す
る
者
に
支
給
す
る
介
護
手
当
の
額
は
、
前
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
の
区
分
に
従
い
、

当
該
各
号
に
掲
げ
る
額
と
す
る
。

一
　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し

て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
　
そ
の
月
に
お
い

て
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
費
用
の

額
（
そ
の
額
が
、
十
万
六
千
八
百
二
十
円
を
超
え
る

と
き
は
十
万
六
千
八
百
二
十
円
と
し
、
二
万
三
千
五

百
五
十
円
に
満
た
な
い
と
き
は
二
万
三
千
五
百
五
十

円
と
す
る
。
）

二
　
そ
の
月
に
お
い
て
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し

て
介
護
を
受
け
た
日
が
な
い
場
合
　
二
万
三
千
五
百

五
十
円

（
葬
祭
料
の
支
給
）

第
十
九
条
　
葬
祭
料
は
、
被
爆
者
の
死
亡
の
際
に
お
け
る

居
住
地
（
居
住
地
を
有
し
な
か
っ
た
と
き
は
そ
の
現
在

地
と
し
、
非
居
住
者
が
死
亡
し
た
と
き
は
非
居
住
者
の

生
存
中

後
に
国
内
に
有
し
た
居
住
地
（
居
住
地
を
有

し
な
か
っ
た
と
き
は
、
そ
の
現
在
地
）
と
す
る
。
）
の

都
道
府
県
知
事
（
当
該
非
居
住
者
が
法
第
二
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
る
申
請
に
係
る
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付

を
受
け
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
交
付
を
受
け
た
時
以

後
、
国
内
に
居
住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な
か
っ
た
も

の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
交
付
を
行
っ
た
都
道
府
県
知

事
）
が
支
給
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
二
十
一
万

五
千
円
と
す
る
。

（
交
付
金
）

第
二
十
条
　
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
毎
年

度
国
が
都
道
府
県
並
び
に
広
島
市
及
び
長
崎
市
に
交
付

す
る
交
付
金
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
（
広
島
市
及
び

長
崎
市
に
あ
っ
て
は
、
第
六
号
に
掲
げ
る
額
を
除
く
。
）

の
合
計
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
に
お
い
て
現

に
要
し
た
費
用
の
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事

が
行
う
被
爆
者
健
康
手
帳
の
交
付
に
要
す
る
費
用

の
額

二
　
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が
行
う

健
康
診
断
に
要
す
る
費
用
の
額

三
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、

第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二

十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
が
行
う
医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、

原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
、
保
健
手

当
及
び
葬
祭
料
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額

四
　
法
第
二
十
四
条
第
二
項
、
第
二
十
五
条
第
二
項
、

第
二
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第

二
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
に

対
し
て
行
わ
れ
た
認
定
の
申
請
の
件
数
を
基
準
と
し

て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
よ
っ
て
算
定
し

た
認
定
の
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
額

五
　
法
第
二
十
四
条
第
一
項
、
第
二
十
五
条
第
一
項
、

第
二
十
六
条
第
一
項
、
第
二
十
七
条
第
一
項
、
第
二

十
八
条
第
一
項
及
び
第
三
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
都

道
府
県
知
事
が
行
う
医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、

原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
、
保
健
手

当
及
び
葬
祭
料
の
支
給
の
件
数
を
基
準
と
し
て
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
医
療

特
別
手
当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、

健
康
管
理
手
当
、
保
健
手
当
及
び
葬
祭
料
の
支
給
の

事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
額

六
　
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知

事
が
行
う
医
療
費
及
び
一
般
疾
病
医
療
費
の
支
給
の

事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
額

七
　
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知

事
が
行
う
特
別
葬
祭
給
付
金
の
支
給
を
受
け
る
権
利

の
認
定
の
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
額

（
国
庫
の
負
担
）

第
二
十
一
条
　
法
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
毎

年
度
国
が
都
道
府
県
並
び
に
広
島
市
及
び
長
崎
市
に
対

し
て
負
担
す
る
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す

る
。
た
だ
し
、
当
該
年
度
に
お
い
て
現
に
要
し
た
費
用

の
額
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
　
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が

行
う
介
護
手
当
の
支
給
に
要
す
る
費
用
の
額
の
十
分

の
八
に
相
当
す
る
額

二
　
法
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
知
事
が

行
う
介
護
手
当
の
支
給
の
件
数
を
基
準
と
し
て
厚
生

労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
よ
っ
て
算
定
し
た
介
護

手
当
の
支
給
の
事
務
の
処
理
に
要
す
る
費
用
の
額
の

二
分
の
一
に
相
当
す
る
額

（
都
道
府
県
等
が
処
理
す
る
事
務
）

第
二
十
二
条
　
法
第
五
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
法
第
十

二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
十
三
条
第
二
項
、
第
十

七
条
第
一
項
及
び
第
三
項
（
法
第
二
十
一
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
第
十
八
条
第
一
項

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務

は
、
都
道
府
県
知
事
が
行
う
こ
と
と
し
、
法
第
三
十
三

条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す

る
事
務
は
、
都
道
府
県
知
事
並
び
に
広
島
市
長
及
び
長

崎
市
長
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
知
事

等
」
と
い
う
。
）
が
行
う
こ
と
と
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
は
、
法
の
規
定
中
当
該
事
務
に
係
る
厚
生
労
働

大
臣
に
関
す
る
規
定
は
、
都
道
府
県
知
事
等
に
関
す
る

規
定
と
し
て
都
道
府
県
知
事
等
に
適
用
が
あ
る
も
の
と

す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
務
を
都
道
府
県

知
事
が
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
十
一
条
第

一
項

開
設
者
（
国
を
除
く
。
）

開
設
者

都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣

都

道

府

県

知
事

第
十
一
条
第

二
項

）
で
あ
っ
て
国
以
外
の
も
の
は
）
は

都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣

都

道

府

県

知
事

第
十
二
条

開
設
者
（
国
を
除
く
。
以
下
同

じ
。
）

開
設
者

そ
の
所
在
地

速
や
か
に
、

そ

の

所

在

地

都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、

速
や
か
に
、
厚
生
労
働
大
臣

都

道

府

県

知
事

第
十
三
条

都
道
府
県
知
事
を
経
由
し
て
、

厚
生
労
働
大
臣

都

道

府

県

知
事

３
　
法
第
十
七
条
第
三
項
（
法
第
二
十
一
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
権
限
に
属
す
る

事
務
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
厚
生
労
働

大
臣
も
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
の
区
分
）

第
二
十
三
条
　
第
二
条
、
第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、

第
四
条
、
第
五
条
、
第
六
条
、
第
八
条
第
一
項
、
第
三

項
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
（
第

十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
を
第
十
六
条
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
五
条
並
び
に
前
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
並
び
に
広
島
市
及
び
長

崎
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地
方

自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
条

2



第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務
と

す
る
。

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
四
条
　
こ
の
政
令
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の

権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
さ
れ
た

権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

地
方
厚
生
支
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
七
月
一
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
法
附
則
第
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
区
域
）

第
二
条
　
法
附
則
第
十
七
条
の
政
令
で
定
め
る
区
域
は
、

同
条
に
規
定
す
る
者
に
対
し
行
う
厚
生
労
働
省
令
で
定

め
る
健
康
診
断
の
区
分
に
応
じ
、
広
島
市
又
は
長
崎
市

に
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
当
時
の
別
表
第
三
又
は
別

表
第
四
に
掲
げ
る
区
域
（
同
表
に
掲
げ
る
区
域
に
あ
っ

て
は
、
原
子
爆
弾
が
投
下
さ
れ
た
際
の
爆
心
地
か
ら
十

二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
区
域
内
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
法
附
則
第
十
九
条
の
政
令
で
定
め
る
経
過
措
置
）

第
三
条
　
法
の
施
行
の
際
現
に
法
附
則
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
廃
止
前
の
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
四
十
一
号
）
第
十
二
条

第
四
項
又
は
第
十
四
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委

託
を
受
け
て
い
る
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
法
第
十
五
条
第

四
項
又
は
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
委
託
を
受

け
た
者
と
み
な
す
。

（
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

等
の
廃
止
）

第
四
条
　
次
に
掲
げ
る
政
令
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
七
十
五
号
）

二
　
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
特
別
措
置
に
関
す
る

法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
三

号
）

（
原
子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
施
行
日
前
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
原

子
爆
弾
被
爆
者
の
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以

下
「
旧
原
爆
医
療
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の

規
定
に
よ
り
備
え
ら
れ
た
被
爆
者
健
康
手
帳
交
付
台
帳

は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
備
え
ら
れ
た
被
爆
者
健
康

手
帳
交
付
台
帳
と
み
な
す
。

第
六
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
旧
原
爆
医
療
法
施
行
令

第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
は
、
第
三

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
届
出
と
み
な
す
。

第
七
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
原
爆
医
療
法
施

行
令
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
被
爆
者
健
康
手
帳
の
再
交

付
の
申
請
を
し
て
い
る
者
に
係
る
当
該
申
請
は
、
第
四

条
の
規
定
に
よ
る
被
爆
者
健
康
手
帳
の
再
交
付
の
申
請

と
み
な
す
。

第
八
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
原
爆
医
療
法
施

行
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
会
長
で

あ
る
者
は
、
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た

会
長
と
み
な
す
。

第
九
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
原
爆
医
療
法
施

行
令
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
て
い
る
部

会
は
、
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
部
会

と
み
な
す
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
原
爆
医
療
法
施
行
令

第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た
委
員
で
あ

る
者
は
、
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
さ
れ
た

委
員
と
み
な
す
。

３
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
原
爆
医
療
法
施
行
令

第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
部
会
長
で
あ

る
者
は
、
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
置
か
れ
た
部

会
長
と
み
な
す
。

第
十
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
旧
原
爆
医
療
法
施

行
令
第
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
厚
生
大
臣
が
委
嘱
し

て
い
る
者
に
係
る
当
該
委
嘱
は
、
第
九
条
の
規
定
に
よ

り
厚
生
大
臣
が
し
た
委
嘱
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
二
七
日
政
令
第
九
二

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
二
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
八
年
四
月
一
〇
日
政
令
第
一
〇

一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
改
正
後
の
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
の
規
定
は
、
平

成
八
年
四
月
以
後
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
手
当
及

び
同
月
一
日
以
後
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の
額
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介

護
手
当
及
び
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭

料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
一
九
日
政
令
第
三
九

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
九
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
手

当
及
び
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
三
月
二
八
日
政
令
第
八
四

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
一
〇
年
三
月
二
七
日
政
令
第
八

〇
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
年
三
月
以
前
の
月
分
の
医
療
特
別
手
当
、
特

別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
及

び
保
健
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

３
　
平
成
十
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護
手

当
及
び
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料
の

額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
三
月
一
九
日
政
令
第
四

七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
一
年
三
月
以
前
の
月
分
の
医
療
特
別
手
当
、

特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当

及
び
保
健
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

３
　
平
成
十
一
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護

手
当
及
び
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
九
月
三
日
政
令
第
二
六

二
号
）

こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
八
日
政
令
第
三

九
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一

〇
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
二
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護

手
当
及
び
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平

成
十
三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
四
月
一
日
政
令
第
一
四

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
六
条
の
改
正
規
定
（
「
十
七

万
九
千
円
」
を
「
、
十
八
万
九
千
円
」
に
改
め
る
部
分

に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
附
則
第
二

条
の
改
正
規
定
及
び
別
表
第
三
の
次
に
一
表
を
加
え
る

改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
三
条
の
規
定
は
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
し
、
第
十
六
条
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三

条
の
規
定
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す

る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
被
爆
者
健
康
手
帳

の
交
付
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
で
あ
っ
て
国
内
に
居

住
地
及
び
現
在
地
を
有
し
な
い
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
非
居
住
者
」
と
い
う
。
）
が
こ
の
政
令
の
施

行
の
日
以
後

初
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
五

条
の
届
出
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
届
出
を
受
理

し
た
都
道
府
県
知
事
（
広
島
市
又
は
長
崎
市
に
あ
っ
て

は
、
当
該
市
の
長
と
す
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
は
、
当
該
非
居
住
者
が
こ
の
政
令
の
施
行
前

後
に
国
内
に
有
し
た
居
住
地
（
居
住
地
を
有
し
な
か
っ

た
と
き
は
、
そ
の
現
在
地
）
の
都
道
府
県
知
事
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「

後
の
居
住
地
の
都
道
府
県
知

事
」
と
い
う
。
）
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
た
だ
し
、
当
該
届
出
を
受
理
し
た
都
道
府
県
知

事
と

後
の
居
住
地
の
都
道
府
県
知
事
と
が
同
一
で
あ

る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
並
び
に
広
島
市
及
び

長
崎
市
が
処
理
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
務
は
、
地

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二

条
第
九
項
第
一
号
に
規
定
す
る
第
一
号
法
定
受
託
事
務

と
す
る
。
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第
三
条
　
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係

る
葬
祭
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
八
月
三
〇
日
政
令
第
二

八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
二
二
日
政
令
第
一

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
三
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

四
七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
五
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護

手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
政
令
第
一
五

一
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の

第
十
八
条
及
び
第
十
九
条
並
び
に
次
項
の
規
定
は
、
平

成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
六
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護

手
当
及
び
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
一
一
月
三
〇
日
政
令
第

三
五
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一

〇
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
十
八
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
介
護

手
当
及
び
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
葬
祭
料

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一

一
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

五
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
四
月
一
日
政
令
第
一
五

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
平
成
二
十
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原
子

爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
介

護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
二
日
政
令
第

三
八
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に

関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
年
十
二
月
十
五
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
一
七
日
政
令
第
二

九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
政
令
第
一
〇

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
平
成
二
十
二
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

介
護
手
当
及
び
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
同

法
に
よ
る
葬
祭
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
四
月
一
日
政
令
第
一
〇

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
七

八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
平
成
二
十
三
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八

〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九

二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　

２
　
平
成
二
十
四
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九

四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
二
六
日
政
令
第
二

八
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
五
年
九
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

一
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
六
年
三
月
以
前
の
月
分
の
児
童
扶
養
手
当

法
に
よ
る
児
童
扶
養
手
当
、
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の

支
給
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
、
障

害
児
福
祉
手
当
及
び
特
別
障
害
者
手
当
、
国
民
年
金
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
九
十
七
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
福
祉
手
当
並
び
に
原
子
爆
弾
被
爆
者
に

対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
特
別
手
当
、

特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当

及
び
保
健
手
当
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

一
五
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
六
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

介
護
手
当
及
び
同
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
同

法
に
よ
る
葬
祭
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
二
五
日
政
令
第
八

七
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
七
年
三
月
以
前
の
月
分
の
原
子
爆
弾
被
爆

者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
特
別
手

当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理

手
当
及
び
保
健
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３
　
平
成
二
十
七
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

二
八
号
）
　
抄
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（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
処
分
、
申
請
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
　
附
則
第
二
条
第
一
項
及
び
前
条
第
一
項
に
定
め

る
も
の
の
ほ
か
、
施
行
日
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正

前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
た
承
認
等

の
処
分
そ
の
他
の
行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
処

分
等
の
行
為
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
の
政
令
の
施
行
の

際
現
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令

の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
承
認
等
の
申
請
そ
の
他
の

行
為
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
申
請
等
の
行
為
」
と

い
う
。
）
で
、
施
行
日
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
行
為
に
係

る
行
政
事
務
を
行
う
べ
き
者
が
異
な
る
こ
と
と
な
る
も

の
は
、
施
行
日
以
後
に
お
け
る
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正

後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政

令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
相
当
規
定
に

よ
り
さ
れ
た
処
分
等
の
行
為
又
は
申
請
等
の
行
為
と
み

な
す
。

２
　
附
則
第
二
条
第
二
項
及
び
前
条
第
二
項
に
定
め
る
も

の
の
ほ
か
、
施
行
日
前
に
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の

そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
に
よ
り
国
又
は
都
道
府
県
の

機
関
に
対
し
報
告
、
届
出
そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
事
項
で
、
施
行
日
前
に
そ
の
手
続
が
さ
れ

て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
、
こ
の
政
令
に

よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
相
当
規
定
に
よ
り

地
方
公
共
団
体
の
相
当
の
機
関
に
対
し
て
報
告
、
届
出

そ
の
他
の
手
続
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
つ
い

て
そ
の
手
続
が
さ
れ
て
い
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
こ

の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
そ
れ
ぞ
れ
の
政
令
の
規
定
を

適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

三
八
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

七
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
の
月
分
の
原
子
爆
弾
被
爆

者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
特
別
手

当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理

手
当
及
び
保
健
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３
　
平
成
二
十
八
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
九
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九

四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
二
十
九
年
三
月
以
前
の
月
分
の
原
子
爆
弾
被
爆

者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
特
別
手

当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理

手
当
及
び
保
健
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３
　
平
成
二
十
九
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一

〇
四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
三
十
年
三
月
以
前
の
月
分
の
原
子
爆
弾
被
爆
者

に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
特
別
手

当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理

手
当
及
び
保
健
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３
　
平
成
三
十
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原
子

爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
介

護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一

一
二
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
平
成
三
十
一
年
三
月
以
前
の
月
分
の
原
子
爆
弾
被
爆

者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
医
療
特
別
手

当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理

手
当
及
び
保
健
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

３
　
平
成
三
十
一
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係
る
原

子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
に
よ
る

介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
九
月
二
七
日
政
令
第
一
一

六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
元
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
元
年
九
月
三
十
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
予
防
接

種
法
、
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法

律
、
独
立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
及

び
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害

の
救
済
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
葬
祭
料
の
額
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
九
一

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
二
年
三
月
以
前
の
月
分
の
原
子
爆
弾
被
爆
者
に

対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、
原

子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
及
び
保
健
手
当

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
改
正
後
の
第
十
八
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
以

後
に
受
け
る
介
護
に
係
る
法
に
よ
る
介
護
手
当
の
額
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係

る
法
に
よ
る
介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
三
月
三
一
日
政
令
第
九
二

号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
予
防

接
種
法
及
び
未
帰
還
者
留
守
家
族
等
援
護
法
に
よ
る
葬

祭
料
、
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
に
よ
る
葬
祭
費
並
び
に

原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
、
独

立
行
政
法
人
医
薬
品
医
療
機
器
総
合
機
構
法
及
び
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接
種
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済

に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
よ
る
葬
祭
料
の
額
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
三
月
二
五
日
政
令
第
一
〇

四
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
四
年
三
月
以
前
の
月
分
の
原
子
爆
弾
被
爆
者
に

対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、
原

子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
及
び
保
健
手
当

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
改
正
後
の
第
十
八
条
の
規
定
は
、
令
和
四
年
四
月
以

後
に
受
け
る
介
護
に
係
る
法
に
よ
る
介
護
手
当
の
額
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係

る
法
に
よ
る
介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
〇
日
政
令
第
一
〇

八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
令
和
五
年
三
月
以
前
の
月
分
の
原
子
爆
弾
被
爆
者
に

対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
次
項
に
お
い
て
「
法
」

と
い
う
。
）
に
よ
る
医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、
原

子
爆
弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
及
び
保
健
手
当

の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
改
正
後
の
第
十
八
条
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
以

後
に
受
け
る
介
護
に
係
る
法
に
よ
る
介
護
手
当
の
額
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係

る
法
に
よ
る
介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
政
令
第
一
一

四
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
令
和
六
年
三
月
以
前
の
月
分
の
原
子
爆
弾
被
爆

者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
に
よ
る
医
療
特
別
手
当
、
特
別
手
当
、
原
子
爆

弾
小
頭
症
手
当
、
健
康
管
理
手
当
及
び
保
健
手
当
の
額

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
改
正
後
の
第
十
八
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
以

後
に
受
け
る
介
護
に
係
る
法
に
よ
る
介
護
手
当
の
額
に

つ
い
て
適
用
し
、
同
年
三
月
以
前
に
受
け
た
介
護
に
係

る
法
に
よ
る
介
護
手
当
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

３
　
改
正
後
の
第
十
九
条
の
規
定
は
、
令
和
六
年
四
月
一

日
以
後
の
死
亡
に
係
る
法
に
よ
る
葬
祭
料
の
額
に
つ
い

て
適
用
し
、
同
年
三
月
三
十
一
日
以
前
の
死
亡
に
係
る
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法
に
よ
る
葬
祭
料
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

に
よ
る
。

別
表
第
一
（
第
一
条
関
係
）

一
　
広
島
県
安
佐
郡
祇
園
町

二
　
広
島
県
安
芸
郡
戸
坂
村
の
う
ち
、
狐
爪
木

三
　
広
島
県
安
芸
郡
中
山
村
の
う
ち
、
中
、
落
久
保
、

北
平
原
、
西
平
原
及
び
寄
田

四
　
広
島
県
安
芸
郡
府
中
町
の
う
ち
、
茂
陰
北

五
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
福
田
村
の
う
ち
、
大
浦
郷
、
小

浦
郷
、
本
村
郷
、
小
江
郷
及
び
小
江
原
郷

六
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
長
与
村
の
う
ち
、
高
田
郷
及
び

吉
無
田
郷

別
表
第
二
（
第
一
条
関
係
）

一
　
広
島
市
の
う
ち
、
楠
木
町
一
丁
目
、
楠
木
町
二
丁

目
、
楠
木
町
三
丁
目
、
三
篠
本
町
一
丁
目
、
三
篠
本

町
二
丁
目
、
横
川
町
一
丁
目
、
横
川
町
二
丁
目
、
横

川
町
三
丁
目
、
打
越
町
、
山
手
町
、
南
三
篠
町
、
福

島
町
、
中
広
町
、
上
天
満
町
、
天
満
町
、
西
天
満

町
、
東
観
音
町
一
丁
目
、
東
観
音
町
二
丁
目
、
西
観

音
町
一
丁
目
、
西
観
音
町
二
丁
目
、
観
音
本
町
、
南

観
音
町
、
広
瀬
北
町
、
寺
町
、
空
鞘
町
、
西
引
御
堂

町
、
広
瀬
元
町
、
鷹
匠
町
、
錦
町
、
横
堀
町
、
北
榎

町
、
新
市
町
、
榎
町
、
西
九
軒
町
、
西
大
工
町
、
十

日
市
町
、
左
官
町
、
鍛
冶
屋
町
、
油
屋
町
、
猫
屋

町
、
塚
本
町
、
堺
町
一
丁
目
、
堺
町
二
丁
目
、
堺
町

三
丁
目
、
堺
町
四
丁
目
、
西
地
方
町
、
西
新
町
、
小

網
町
、
河
原
町
、
舟
入
町
、
舟
入
仲
町
、
舟
入
本

町
、
舟
入
幸
町
、
舟
入
川
口
町
、
中
島
本
町
、
材
木

町
、
天
神
町
、
木
挽
町
、
元
柳
町
、
中
島
新
町
、
水

主
町
、
吉
島
町
、
吉
島
羽
衣
町
、
白
島
北
町
、
白
島

中
町
、
白
島
東
中
町
、
白
島
九
軒
町
、
白
島
西
中

町
、
西
白
島
町
、
東
白
島
町
、
基
町
、
猿
楽
町
、
細

工
町
、
横
町
、
鳥
屋
町
、
大
手
町
一
丁
目
、
大
手
町

二
丁
目
、
大
手
町
三
丁
目
、
大
手
町
四
丁
目
、
大
手

町
五
丁
目
、
大
手
町
六
丁
目
、
大
手
町
七
丁
目
、
大

手
町
八
丁
目
、
大
手
町
九
丁
目
、
塩
屋
町
、
尾
道

町
、
紙
屋
町
、
研
屋
町
、
革
屋
町
、
立
町
、
東
魚
屋

町
、
八
丁
堀
、
上
流
川
町
、
幟
町
、
上
柳
町
、
鉄
砲

町
、
橋
本
町
、
石
見
屋
町
、
胡
町
、
東
胡
町
、
山
口

町
、
下
柳
町
、
銀
山
町
、
弥
生
町
、
薬
研
堀
町
、
斜

屋
町
、
下
流
川
町
、
堀
川
町
、
三
川
町
、
平
田
屋

町
、
播
磨
屋
町
、
西
魚
屋
町
、
中
町
、
鉄
砲
屋
町
、

袋
町
、
下
中
町
、
新
川
場
町
、
小
町
、
雑
魚
場
町
、

国
泰
寺
町
、
竹
屋
町
、
田
中
町
、
平
塚
町
、
鶴
見

町
、
宝
町
、
冨
士
見
町
、
昭
和
町
、
平
野
町
、
南
竹

屋
町
、
東
千
田
町
、
千
田
町
一
丁
目
、
千
田
町
二
丁

目
、
千
田
町
三
丁
目
、
台
屋
町
、
京
橋
町
、
的
場

町
、
金
屋
町
、
比
治
山
町
、
稲
荷
町
、
松
川
町
、
土

手
町
、
桐
木
町
、
段
原
大
畑
町
、
段
原
町
、
段
原
東

浦
町
、
比
治
山
本
町
、
皆
実
町
一
丁
目
、
二
葉
の

里
、
大
須
賀
町
、
松
原
町
及
び
猿
猴
橋
町

二
　
長
崎
市
の
う
ち
、
西
北
郷
、
東
北
郷
、
家
野
郷
、

西
郷
、
家
野
町
、
大
橋
町
、
岡
町
、
橋
口
町
、
山
里

町
、
坂
本
町
、
本
尾
町
、
上
野
町
、
江
平
町
、
高
尾

町
、
本
原
町
、
松
山
町
、
駒
場
町
、
城
山
町
、
浜
口

町
、
竹
ノ
久
保
町
、
稲
佐
町
二
丁
目
、
稲
佐
町
三
丁

目
、
旭
町
一
丁
目
、
岩
川
町
、
目
覚
町
、
浦
上
町
、

茂
里
町
、
銭
座
町
、
井
樋
ノ
口
町
、
船
蔵
町
、
宝

町
、
寿
町
、
幸
町
、
福
富
町
、
玉
浪
町
、
梁
瀬
町
、

高
砂
町
、
御
船
蔵
町
、
御
船
町
、
八
千
代
町
、
瀬
崎

町
及
び
浜
平
町

別
表
第
三
（
附
則
第
二
条
関
係
）

一
　
広
島
県
山
県
郡
安
野
村
の
う
ち
、
島
木
及
び
段
原

二
　
広
島
県
佐
伯
郡
水
内
村
の
う
ち
、
津
伏
、
小
原
、

井
手
ケ
原
、
矢
流
、
草
谷
、
古
持
、
森
、
下
井
谷
、

門
出
口
、
木
藤
及
び
恵
下

三
　
広
島
県
佐
伯
郡
河
内
村
の
う
ち
、
魚
切
、
中
郷
、

下
城
、
上
小
深
川
及
び
下
小
深
川

四
　
広
島
県
佐
伯
郡
石
内
村

五
　
広
島
県
佐
伯
郡
八
幡
村
の
う
ち
、
利
松
、
口
和
田

及
び
高
井

六
　
広
島
県
安
佐
郡
久
地
村
の
う
ち
、
宇
賀
、
高
山
、

本
郷
下
、
本
郷
中
、
三
国
、
魚
切
、
本
郷
上
、
小
野

原
中
、
名
原
、
小
野
原
上
、
境
原
及
び
幸
ノ
神

七
　
広
島
県
安
佐
郡
日
浦
村
の
う
ち
、
毛
木
二

八
　
広
島
県
安
佐
郡
戸
山
村

九
　
広
島
県
安
佐
郡
安
村
の
う
ち
、
長
楽
寺
及
び
高
取

十
　
広
島
県
安
佐
郡
伴
村

十
一
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
福
田
村
の
う
ち
、
柿
泊
郷
、

中
浦
郷
、
手
熊
郷
及
び
上
浦
郷

十
二
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
式
見
村
の
う
ち
、
向
郷
、
木

場
郷
及
び
牧
野
郷

十
三
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
三
重
村
の
う
ち
、
詰
ノ
内
、

白
髪
及
び
遠
木
場

十
四
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
時
津
村

十
五
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
長
与
村
（
高
田
郷
及
び
吉
無

田
郷
を
除
く
。
）

十
六
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
矢
上
村
の
う
ち
、
現
川
名
、

田
川
内
、
薩
摩
城
、
中
尾
及
び
矢
筈

十
七
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
日
見
村
の
う
ち
、
河
内
名

十
八
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
茂
木
町
の
う
ち
、
田
手
原

名
、
木
場
名
及
び
田
上
名

別
表
第
四
（
附
則
第
二
条
関
係
）

一
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
深
堀
村

二
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
香
焼
村

三
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
伊
王
島
村

四
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
式
見
村
（
向
郷
、
木
場
郷
及
び

牧
野
郷
を
除
く
。
）

五
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
三
重
村
（
詰
ノ
内
、
白
髪
及
び

遠
木
場
を
除
く
。
）

六
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
村
松
村

七
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
伊
木
力
村

八
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
大
草
村

九
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
喜
々
津
村

十
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
矢
上
村
（
現
川
名
、
田
川
内
、

薩
摩
城
、
中
尾
及
び
矢
筈
を
除
く
。
）

十
一
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
日
見
村
（
河
内
名
を
除
く
。
）

十
二
　
長
崎
県
西
彼
杵
郡
茂
木
町
（
田
手
原
名
、
木
場

名
及
び
田
上
名
を
除
く
。
）

十
三
　
長
崎
県
北
高
来
郡
古
賀
村

十
四
　
長
崎
県
北
高
来
郡
戸
石
村

十
五
　
長
崎
県
北
高
来
郡
田
結
村
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